
29 年 6 月 5 日
29 年 6 月 28 日
29 年 7 月 21 日

１　施設概要

平成 27 年 4 月 1 日 ～ 平成 32 年 3 月 31 日

２　目標値と達成状況（指定管理者記入欄）

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

３　利用状況（指定管理者記入欄）

戸 戸 戸 戸 戸
戸 戸 戸 戸 戸

戸 戸 戸 戸 戸
戸 戸 戸 戸 戸
件 件 件 件 件
件 件 件 件 件
件 件 件 件 件

件 件 件 件 件
件 件 件 件 件

実績

年度指定管理者業務評価シート

　高知市市営住宅及び共同施設 施設所管課 　住宅政策課

現年度収納率については、
総滞納世帯数が年々減少
しているものの、10カ月以上
の滞納世帯数が増加してい
るため、1世帯当たりの現年
滞納額が増加し、目標額を
下回っている。
過年度については指定管
理受託以降専任担当によ
る催告により目標値を大きく
上回っている。

総合評価実施日

一次評価実施日

112
8

目標値に対する
達成状況につい
て

常勤職員
パート職員

11⼈

実績目標値 目標値 実績 目標値 実績

28 年度
（ 2 年目）

平成
指　　　標

年度末管理戸数
年度末入居戸数

29 年度

1,810

（

現年度収納率については、
総滞納世帯数が前年度よ
り減少しているものの、10カ
月以上の滞納世帯数が横
ばいのため、1世帯当たりの
現年滞納額が減少せず、
目標額を下回っている。
過年度については指定管
理受託以降専任担当によ
る催告により目標値を大きく
上回っている。

29 年度
（ 3 年目）

年度27平成
（ 1 年目）

平成

平成 27 年度 平成

自己評価実施日

平成
平成

平成

22

施　設　内　容

職　員　体　制

公募・指名の別

業　務　内　容

施 　設 　名
指定管理者名
指　定　期　間

　日本管財・四国管財共同企業体
　公募

設　置　目　的

0⼈
0⼈ 合計

非常勤職員

アルバイト
0⼈
0⼈

契約社員
その他

平成 28

2⼈

健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し，これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な
家賃で賃貸し，又は転貸することにより，市民生活の安定と社会福祉の増進に寄与すること

１．入居者の募集に関する業務
２．入居，退去等に関する業務
３．市営住宅及び共同施設の維持管理に関する業務
４．前３号に掲げるもののほか，市営住宅等の設置目的を達成するために市長が必要と認める業務

市営住宅及び共同施設

13⼈

うち夜間休日対応

（ 5 年目）
28 年度 平成 平成 30 年度 平成

平成 30 年度
（ 4 年目）

平成 31 年度
（ 5 年目）

目標値 実績 目標値

31 年度

176
1,800

142
5

33

141

管理戸数は筆山、東石立
の廃止により減少。入居戸
数は年々の自然減に加え、
筆山と東石立から民間に
移った分が減少要因となっ
ている。修繕対応件数は横
ばいだが設備の老朽化によ
る新規設備への更新が増
加している。修繕以外の対
応処理件数の減について
は前年度と同じ。

1 年目） （ 2 年目） （ 3
4,979

利用状況につい
ての評価

管理戸数は旭町２丁目コ
ミュニティ住宅が完成して増
加。入居戸数は年々１００
世帯ほど減少している。修
繕対応件数は入居者負担
についての理解が浸透しつ
つあり減少しているが、老朽
化に伴い年々単価は高く
なっている。修繕を伴わない
苦情処理件数は減少して
いるが、解決困難な同一案
件の対応が増えているため
対応の難易度は高くなって
いる。

修繕を伴わない
苦情処理件数

362 227
12

※H26年度実績　年度末管理戸数：4,910戸，年度末入居戸数：4,340戸，年度末政策空家対象戸数：376戸

現年度使用料収入
（千円）

現年度収納率
（パーセント）

過年度使用料収入
（千円）

過年度収納率
（パーセント）

1,063,484 1,058,840

98.00 97.57

18,439 22,404

28.00 34.02

21,50617,896

1,047,4981,054,114

33.6528.00

97.3898.00

（ 4 年目）
4,813

4,240 4,123
年度末政策空家
対象戸数

うち年度末入居戸数

修繕対応件数
うち夜間休日対応

うち１件５０万円超

376 250

年目）
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４　収支状況（指定管理者記入欄）

５　運営状況分析指標（指定管理者記入欄）

① ％ ％ ％ ％ ％
② ％ ％ ％ ％ ％
③ ％ ％ ％ ％ ％

⑥ ％ ％ ％ ％ ％
※【運営状況分析指標の考え方】

①
②
③
④
⑤
⑥

６　利用者の満足度調査等（指定管理者記入欄）

②
③
④
⑤ ％ ％ ％ ％ ％

調査結果

年目）

単位：千円

194,842
0

（ 1 3 年目）
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

年目） （ 2 年目） （

193,658

0
0

194,842
38,503
5,706

収
入

支
出

54,748
10,448
64,126

（ 4 年目） （

▲ 8,902

0

0
0

その他
支出計

差引収支
（収入計-支出計）

1,184

197,109
0
0
0

197,109
37,883
4,067

60,689
13,204
68,442
21,726

206,011
20,127

0
0

0

0
0

0

平成 31 年度
（ 1 年目） （ 2 年目） （ 3 年目） （ 4 年目） （ 5 年目）

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29

指定管理料比率

人件費比率
利用者１人当たりの
管理コスト
利用者１人当たりの
高知市負担コスト

外部委託費比率

⑤

④

33.1

0.0
100.0
19.9

38,895
39,133

年度 平成 30 年度

円

円 円

円

円

円

円

円

支出の総額に対して外部委託費の占める割合を表す。

利用料金比率
指定管理料比率
人件費比率
利用者１人当たりの管理コスト
利用者１人当たりの高知市負担コスト
外部委託費比率

－
－
－
－
－

－
－
－
－
－

0.0
100.0
18.4

42,803
40,953
33.2

－
－
－
－
－

利用料金比率

調査方法

１００世帯
44
44

利用者における満足度
割合
（普通以上）
窓口対応
　親切・丁寧（１００％）
　迅速さ（１００％）
　業務知識（１００％）
修繕対応
　親切・丁寧（87.50％）
　迅速さ（93.75％）
　施工状況（75.00％）

アンケート調査

１ヶ月
１００世帯

39
39

利用者における満足度
割合
（普通以上）
窓口対応
　親切・丁寧（87.5％）
　迅速さ（87.5％）
　業務知識（68.75％）
修繕対応
　親切・丁寧（83.33％）
　迅速さ（91.67％）
　施工状況（75.00％）

円

円

指　　　　　標 指　標　の　説　明
収入の総額に対して利用料金収入の占める割合を表す。
収入の総額に対して指定管理料の占める割合を表す。
支出の総額に対して人件費の占める割合を表す。
支出の総額を延べ利用者数で割った金額を表す。
指定管理料を延べ利用者数で割った金額を表す。

27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度

－－

調
査
の
実
施
内
容

調査期間
配 布 数
回 収 数
回 収 率

① アンケート調査

１ヶ月

年目） （ 4 年目） （ 5 年目）
平成 平成 31 年度

（ 1 年目） （ 2 年目） （ 3

－

指定管理料
利用料金収入
自主事業収入
その他収入
収入計
人件費
事務費
修繕費
役務費
委託料

平成 30 年度 平成 31 年度
5
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７　利用者からの苦情・意見等及びそれらへの対応（指定管理者記入欄）

平成２７年度からの継続
下階の入居者が深夜及び早朝4時ぐらいに、エアコンの風が吹いてく
る、光を送ってくる、自分の家の電気を盗んでいる等、訳の分からない身
に覚えの無いことを言ってくるため、眠れないしノイローゼ―になる。

電話や面接等をして、ありえない事なので今後絶対に行わないように言
うと「わかりました」とその時は答えるが、また何日かすると同じことを繰り返
す。高齢者支援センター、介護事業所等に相談し協力依頼を行うも、
本人が自らグループホーム等に入所しようとしない限り強制収容はできな
いとのことで、問題を起こすたびに注意するしかない状況。

平成２８年４月 住宅内にナンバーの無い放置自動車があるので撤去して欲しい。

全戸に心当たりが無いか文書を投函したが返事無し。所有者・使用者
を特定できないため住宅政策課に放置自動車の廃物認定を依頼。告
示後14日を経過し住宅政策課から処分依頼があったため、念のため再
度全戸に処分する旨の文書を配布したところ、知り合いが置いているの
で連絡を取り自主撤去させるとの連絡あり。撤去完了。

平成２８年１０月 駐輪場に粗大ごみの不法投棄。

元入居者の放置物と判明。再三電話しても電話には出ず、訪問しても
不在で、折り返しの連絡依頼にも反応なし。そのため高知署に協力を依
頼。平成29年２月になってやっと連絡してきたため撤去を要請。平成29
年３月撤去完了。

対 応 状 況苦情・意見等日付

平成２９年１月 隣の入居者がベランダ等でタバコを吸って耐えられない。

同様の苦情は年間数件有り。受動喫煙被害の法整備が進めば一定
条件下での禁止等は可能になるだろうが、現状は困難なため、共同住
宅での生活マナーとして隣人への配慮を直接お願いしたり、住宅全戸
に注意文書を配布したりして協力を要請している。

通年
入居者が高齢・病気がちのため住宅外に住む子供が毎日のように訪
問してくれるが、市営住宅の駐車場を契約出来ないか。

市営住宅の駐車場は近隣有料駐車場より料金が低額であり、入居者
及びその家族が自ら使用する車のみ利用可能となっていることを説明
し、近隣の駐車場等を利用するように指導しているが、住宅によっては近
隣に有料駐車場が無いため、来客用駐車場の恒常的な利用や周辺
道路への不法駐車等、ルール違反が後を絶たないのが現状である。

3/7 P



８　評価シート（自己評価・一次評価・総合評価）

（１）　業務の履行状況の確認

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

13

16

17

18

19

20

21

22

評価基準

（２）サービスの質の確認

1

2

3

4

5

6

8

評価基準

3

63.7

点 数 小 項 目 の 評 価 基 準
3

備品購入・管理の状況

33

入居者等のニーズの把握

入居者等へのサービス向上

公共性の確保

事業報告

12 333施設整備保守管理定期点検等業務が適切に行われたか
施設整備保守管理定期点
検等業務

333市営住宅管理システム入力業務が適切に行われたか
市営住宅管理システム入力
業務

333建替事業又は用途廃止関係業務が適切に行われたか
建替事業又は用途廃止関
係業務

14

15

2.523滞納整理及び法的措置補助業務が適切に行われたか
滞納整理及び法的措置補
助業務

8

3
3

2

評価項目（小項目） 確　認　内　容
指定管理者 施設所管課

使用料決定補助業務が適切に行われたか

使用料等収納業務が適切に行われたか

入居者対応業務

修繕業務

一般管理業務

職員研修 3
3
3
3
3

3

3

2
3
3

3法令等遵守

3

3
3
3

自己評価 一次評価 総合評価

3

地方自治法，施設に係る条例その他関係法令等は遵守されているか

適切な人員配置がされたか

管理運営のために必要な研修等が適切に行われたか

入居関係業務が適切に行われたか

退去（返還）手続業務が適切に行われたか

駐車場管理関係業務

職員配置

指定管理者業
務評価委員会

3
3

配点66点（22項目×３点）

3

3
2
3
3
3
3
3

2.2
3
3

3

3
3
3

入居者等対応業務が適切に行われたか

修繕業務は適切に行われたか

一般管理業務が適切に行われたか

駐車場管理関係業務が適切に行われたか

3

入居関係業務

退去（返還）手続業務

使用料決定補助業務

使用料等収納業務

3情報公開に関する対応は適切か情報公開に関すること

3
3
3

3

3
3
3

3

2
1
0

協定書・仕様書・事業計画書に定める水準の運営がなされ，適正であると認められる。

協定書・仕様書・事業計画書に定める水準の運営に達しておらず，簡易な改善や一部目標の見直しを要する。

協定書・仕様書・事業計画書に定める水準の運営がほとんどなされておらず，早急な改善が必要である。

協定書・仕様書・事業計画書に定める水準の運営が全くなされておらず，抜本的な改善が必要である。

自治会支援業務

賠償責任保険への加入

緊急時対応

個人情報保護に関すること

暴力団排除

自治会支援業務が適切に行われたか

規定の保険に加入しているか

緊急時・災害時の対応体制（マニュアル作成・訓練等）が確立されているか

個人情報保護に関する対策は適切か

暴力団等の排除の取組は適切に行われているか

3

3
66 63

333備品の購入・管理は適正に行われたか

小計

施設所管課
指定管理者業
務評価委員会

4 4 4

4 3 3
4 4 3.8

3.233

点 数 小 項 目 の 評 価 基 準
5 協定書・仕様書・事業計画書に定める水準以上の運営がなされ，非常に優れていると認められる。

4 協定書・仕様書・事業計画書に定める水準以上の運営がなされ，優れていると認められる。

目標達成度

管理センターの開設時間は遵守されているか。また，夜間・休日等につい
ても緊急連絡等に対応できているか

入居者等のニーズを把握し，事業計画等に反映できているか

入居者等へのサービスの向上につながる適切な取組がなされているか

事業は効果的に行われたか

市営住宅の設置目的等を十分理解しているか

事業報告書などの必要な書類が適正に提出されているか

目標として設定した住宅使用料収納率は達成できたか 3 2 2.2
29 27 26.9

4 4 3.8
4 4 3.7

管理運営の基本事項

事業の実施状況

前回のモニタリング実施時や連絡会議等で改善を要するとされた事項につ
いて，適切に対応されているか

1 協定書・仕様書・事業計画書に定める水準の運営がほとんどなされておらず，早急な改善や目標の見直しが必要である。

0 協定書・仕様書・事業計画書に定める水準の運営が全くなされておらず，抜本的な改善が必要である。

3 協定書・仕様書・事業計画書に定める水準の運営がなされ，適正であると認められる。

2 協定書・仕様書・事業計画書に定める水準の運営に達しておらず，簡易な改善や一部目標の見直しを要する。

配点40点（８項目×５点） 小計

7 事務改善 3 3 3.2

評価項目（小項目） 確　認　内　容
自己評価 一次評価 総合評価

指定管理者
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（３）サービス提供の継続性と安定性

1

2

3

4

5

評価基準

９　自己評価・一次評価結果

（１）　評価結果

（２）　自己評価（指定管理者評価）の内容

評価項目（小項目） 確　認　内　容
自己評価 一次評価 総合評価

指定管理者 施設所管課
指定管理者業
務評価委員会

3 3 3
3 3 2.8
3 3 2.8

経費節減・効率的な運営

事業収支

経営状況

人件費比率

外部委託費比率

経費節減及び効率的な管理運営のための工夫が見られるか

事業収支は妥当か

指定管理者の経営状況は妥当か

支出に占める人件費の割合は妥当か

支出に占める外部委託費の割合は妥当か

（１）

（２）

（３）

評価分類

業務の履行状況の確認

サービスの質の確認

サービス提供の継続性と安定性

合　計

1 事業計画・収支計画等に基づく経営がほとんどなされておらず，早急な改善が必要であり，業務の全面的な見直しが必要である。

0 事業計画・収支計画等に基づく経営が全くなされておらず，抜本的に業務の全面的な見直しが必要である。

配点15点（５項目×３点） 小計

点 数 小 項 目 の 評 価 基 準
3 事業計画・収支計画等に基づく経営がなされている。

2 概ね事業計画・収支計画等に基づく経営がなされているが，簡易な改善や一部業務の見直しを要する。

3 3 3
3 3 3
15 15 14.6

点

％

％

％

％

点

点

点

点

66 点

配点

40 点

15 点

121 点

（指定管理者）
自己評価

配点に対する割合 配点に対する割合
（施設所管課）

一次評価

66
29
15

100
73
100

63 95
27 68
15 100

％

％

％

％110 91 105 87

点

点

点

評　価　内　容年 度

27

　市営住宅が年々老朽化しており，設備の更新や計画修繕等に要する費用が増大する中，住民サービスを最優先して緊急修繕
に取り組んでいます。滞納世帯に対しては継続的に重点対応しており，滞納世帯数は年々減少しています。ただ，現年度収納率
が年度途中で前年度を下回っていたため，2か月滞納者に対する電話催告を行うことにより，現年度収納率アップに取り組みまし
た。
　その結果，年度途中で前年度を下回っていた現年度収納率は3月末時点でほぼ前年度並みとなりましたので，更に，出納閉鎖
期間中も取り組み強化を継続し，収納率の向上に努めてまいります。
　住民ニーズ等を把握するための住民アンケートは１月～２月に実施しました。

28

　市営住宅の老朽化で設備の更新や計画修繕等に要する費用が増大する中、住民サービスを最優先して、緊急修繕や設備の
更新等に取り組んでいます。
　滞納の改善については継続的に重点対応しており、総滞納世帯数は年々減少していますが、１０カ月以上の滞納世帯が減少し
ないことから現年度収納率が目標額に達せず、当面の課題となっています。これについては高額滞納者をリストアップし毎月の収
納会議で対応策等を協議・検討して、収納率の目標達成に取り組んでいるところです。過年度については収納率の目標を大きく上
回っています。近年、単身死亡で有力な身寄りのいない返還案件が増加しており、返還に伴う荷物や増築物等の撤去、入居者
負担の破損個所修理について要請しても実施してもらえないケースが多く、撤去・修理等を徹底すれば返還が遅れ使用料の滞納
が増加するというジレンマに陥っています。結局、対応してもらえない事例はセンターが残置物の撤去等を行い返還遅れによる滞納
増をできるだけなくすように努めています。
　住民ニーズ等を把握するための住民アンケートは１月～２月に実施し、入居者の声を各種業務に反映させています。

29

30

31
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（３）　一次評価（施設所管課評価）の内容

10　総合評価結果

（１）　評価結果

評価基準

29

30

年 度 評　価　内　容

27
　住宅政策課が依頼する小修繕対応が若干遅れることなどはありますが，概ね適切な管理がなされています。
　また，収納会議等での話し合いを受け，重点的に電話催告等を実施するなど，住宅使用料徴収率向上のために積極的に努力
してくれてはいますが，結果として徴収率はほぼ横ばいの状況です。

28

　住宅政策課が依頼する小修繕対応が若干遅れることがあったが、概ね適切な管理がなされています。修繕については、事業計
画書においても、管理センターに加えて日本管財の一級建築士が配置された部署による技術支援・アドバイスを活用し効果的な業
務を履行する旨が記載されているが、実施された様子が見受けられにくい状況です。
　また、収納会議等での話し合いを受け、重点的に電話催告等を実施するなど、住宅使用料徴収率向上のために努力してくれて
はいますが、結果として徴収率は若干下がっています。

67 ％

（１） 業務の履行状況の確認 60 点 63.7 点 106 ％

31

評価分類 配点
評　価

配点に対する割合
合　計

評価（指定管理者業務評価委員会）

ＣＢＡＳ区　　分

評価点数の合計値が配点
合計点数の85％以上，か
つ，全ての小項目で３点以
上の評価であるもの

・評価点数の合計値が配点
合計点数の65％以上85％
未満
・評価点数の合計値が配点
合計点数の85％以上，か
つ，小項目で２点以下の評
価があるもの

評価点数の合計値が配点
合計点数の45％以上65％
未満

評価点数の合計値が配点
合計点数の45％未満

評 価 基 準

合　計 115 点 105.2 点 91 ％

A（３） サービス提供の継続性と安定性 15 点 14.6 点 97 ％

（２） サービスの質の確認 40 点 26.9 点

評 価 内 容

・事業計画書・仕様書を上
回る取組がなされ，非常に
優れた実績をあげている。
・適正に管理運営が行われ
ており，またはそれ以上の取
組がなされ，優れた実績をあ
げている。

事業計画書・仕様書に沿っ
て適正に管理運営が行われ
ている。

概ね事業計画書・仕様書に
沿った適正に管理運営が行
われているが，管理運営の
一部に改善を要する。

事業計画書・仕様書に沿っ
た管理運営が行われていな
い事項があり，管理運営の
大部分において改善を要す
る。
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（２）総評

（３）総合評価実績

11　指定管理業務における課題・改善事項及びそれらへの対応（指定管理者記入欄）

28 A 105.2 点

　緊急連絡等の対応や業務改善事項への取組みが行われ，概ね適切な管理運営がなされていると評
価します。
　目標の収納率を下回った住宅使用料の収納業務については，関係機関との協力体制の充実が望ま
れます。
　また，入居者への対応に関しては，アンケート方法の工夫による適切なニーズ把握や福祉部門との連
携による高齢者対応の充実を期待します。

29 点

　緊急連絡等の対応や業務改善事項への取組みが行われ，概ね適切な管理運営がなされていると評価します。
　目標の収納率を下回った住宅使用料の収納業務については，関係機関との協力体制の充実が望まれます。
　また，入居者への対応に関しては，アンケート方法の工夫による適切なニーズ把握や福祉部門との連携による高齢者対応の充実を期
待します。

27 A

年 度
評価
結果

総合
評価
点数

総　　　　　　　評

点ー 　概ね適正な管理運営がなされていると考えますが，住宅使用料の収納率向上に関する取組の継続と
ともに，入居者の満足度向上に向けた自主事業の実施に努めていただくようお願いします。

課題・改善事項
改善
時期

改 善 に 向 け た 対 応

現年度収納率のアップ 平成２９年度

平成26年度から目標値である９８％の収納率を下回っているため、2か月滞納者への電
話催促等早期に芽を摘む対応をした結果、総滞納者数は減少しているものの長期、高
額の滞納者数が減らず、結果として目標の収納率を達成できていない。平成28年度か
ら高額の滞納者を抽出し、毎月の収納会議で対応を検討し改善に努めている。

住宅の老朽化に伴う設備等の更新 未定
指定管理業務の修繕費に当たる緊急修繕や一般修繕の範囲を超えた、老朽化に伴う
電気温水器、給湯器、浄化槽等の交換は計画修繕として別途予算を取る必要がある
と思われるが、現状予算獲得が難しく指定管理業務の修繕費で対応している。

30 点

31 点
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